
（e）アンケートの実施結果
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皆様からお寄せおいただきましたアンケートについて

18事業所へ送付させていただき、16名の方から回答をいただきました。
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Q2 Q1で「1.ある」に〇印を付された方にお聞きします。そのように感じられるのは、どのような時でしたか？（複数
回答可）

1.届書に記入をしているとき ➡ 5名
2.添付書類を用意するとき ➡ 13名
3.健康保険制度の内容について ➡ 2名

Q1 健康保険の適用事務・給付事務の手続きを行うなかで、何か疑問に思ったり迷ったりしたことはありますか？

「1.ある」➡12名 「2.特にない」➡4名
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Q3
Q2で「1.届書に記入するとき」、「2.添付書類を用意するとき」の両方またはいずれかに〇印を付された方にお聞きし
ます。そのようにお感じになられるのは、以下のいずれの届書を作成されるときですか?（複数回答可）

産休・育休関連届 ➡ 4名

資格取得届 ➡ 2名

算定基礎届 ➡ 1名

賞与支払届 ➡ 1名

その他（資格確認書紛失時）➡ 1名
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被扶養者異動届 ➡ 8名

傷病手当金請求書 ➡ 6名

出産手当金請求書 ➡ 5名



Q4
なぜ算定基礎届、賞与支払届と一緒に総括表を提出しなければならないのでしょうか?
（厚生年金保険（日本年金機構）の場合は提出は不要なのに）

算定基礎届の総括表（Excel）は、引き続きご提出をお願いいたします。
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・支払基礎日数を正しく把握するため。
※被保険者によって給与の締め日と支払日が異なる場合があるため。（正社員とパートで異なる等）

・算定基礎届ではなく、月額変更届を提出しなければならなかったという事例があるため。
※ 月額変更届（随時改定）については、「令和8年度 社会保険事務・必携」２１ページ参照

【総括表が必要な理由】

賞与支払届の総括表は今夏から廃止します。

※ 算定基礎届も賞与支払届も「CSV形式届書総括票」の添付が必要です。

電子申請で
届出する場合
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Q5
個人番号を記入しているのになぜマイナンバー記載の住民票が必要なのでしょうか。

従来どおり、資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載のある住民票もしくはマイナンバーの記
載のある他の書類（マイナンバーカード（写）、通知カード（写））の添付をお願いいたします。

【添付をお願いする理由】

万が一マイナンバーの記入に誤りなどがあった場合、その後正しいマイナンバーが登録されるまでマイナ保険
証を利用することができません。正しいマイナンバーを迅速に反映させるために添付のご協力をお願いいたし
ます。

7



Q6

個人番号を記入しているのに、なぜ課税証明書や非課税証明書の提出が必要なのでしょうか。（扶養調査では不要になっ
ているのに）

原則として、提出が必要となる方は、従来どおり添付をお願いします。

【添付をお願いする理由】

被扶養者として認定されて初めて、マイナンバーによる収入情報等を収集することが可能となるので、添付
をお願いします。
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Q7

・傷病手当金等の届出用紙で、記入枠が小さすぎるため、詳細が書ききれなくて不便です。2枚になってしまった場合に割印
が必要な理由がわからないです。
・傷病手当金請求書や出産手当金請求書は、添付書類のリストなどあれば不備なくスムーズに提出できると思った。

割印がなくても受け付けさせていただきます。

【出産手当金の添付書類について】
・請求期間の賃金台帳（写）、出勤簿（写）を添付してください。
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【傷病手当金の添付書類について】

・初めて（第1回目）傷病手当金を請求する際は、その期間の賃金台帳（写）、出勤簿（写）を添付してください。

・第2回目以降の請求については、請求期間中すべて欠勤により報酬が支払われない場合に限り、添付書類は不要とします。
ただし、出勤はないが給与が支給される日がある場合（有給休暇期間など）は、賃金台帳（写）、出勤簿（写）を必ず添付
してください。

・傷病手当金を請求される方で、障害厚生年金（障害手当金を含む）を受給されている方は、「年金額改定通知書」（写）、
「年金振込通知書」（写）を添付してください。



種類 請求回 給付金の請求期間 請求期間中
の出勤状況

請求期間中の
給与支払状況

添付書類（写）

傷病手当金 初回 5/1 ～ 5/31 出勤なし 支給なし 5月1日～5月31日 の出勤簿

5月支給の賃金台帳

傷病手当金 2回目以降 6/1 ～ 6/30 出勤なし 支給なし 添付書類は不要

傷病手当金 2回目以降 11/1 ～ 11/30 出勤なし 6カ月分（10～
3月）通勤手当
を10月に支給

11/月1日～11月30日 の出勤簿

10月、11月支給の賃金台帳

出産手当金 － 4/28 ～ 8/3 出勤なし 支給なし 4月1日～8月31日 の出勤簿

4月～8月支給の賃金台帳

給与：当月末日〆 当月25日支給
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Q8

傷病手当金申請をした際に給与の減額があった場合等、その都度計算式の確認や証明書が求められることがありますが、それ
はどうしてでしょうか?事業所で記入できるような記入フォームのようなものがあるとよい。

健康保険法第108条より、傷病手当金の請求期間に報酬が支給されているかどうかを確認するためにお願いを
しています。

健康保険法第108条
「疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これ
を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷
病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」

賃金台帳（写）の余白に、減額計算式をご記入いただくか、別紙「欠勤控除等計算用紙」を用意しました
ので、状況に応じて利用してみてください。
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パターン1 パターン2

正しくは、「別添
10月支給分」とな
ります。



Q9

・傷病手当金請求書等に限らず、全ての届等に関する添付書類一覧表みたいなものがあると大変助かります。

・健保ホームページの申請書一覧で記入例がない申請書についても、記入例があると良い。

当健康保険組合ホームページ

トップページ １２個のアイコン
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【必要な書類】

状況に応じて、上の【必要な書類】の他にご提
出いただきたい書類
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Q11
・産休や育休関連は頻度が少ないので、書類準備もですが、そもそも何をすればよいか悩みます。
・従業員の産休、出産、育休について届出するべきことや請求できることを知りたい。
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従業員から産前・産後休業や育児休業の申出
があった

産前・産後休業終了後や育児休業終了後に受
ける報酬が変更になった

⮕ 事業主の届出により標準報酬月額を改定

⮕ 事業主の届出により健康保険料が免除

出産が予定日より早まった、または出産が予
定日より遅れた

⮕ 休業期間が変更になり、免除期間も変更になる可能性があ
るので、事業主の届出が必要

育児休業中の方が当初の予定より早く職場復
帰した

⮕ 休業期間が変更になり、免除期間も変更になる可能性があ
るので、事業主の届出が必要



一
歳
誕
生
日
の
前
日

育
児
休
業
開
始
日

42日 56日

出
産
日

育児休業期間②

・育児休業取得者申出書（延⾧）
・育児休業給付金（ハローワーク）

延⾧は一定の条件のもと、原則として1
歳から1歳6カ月まで、1歳6カ月から2歳
まで、2歳から3歳まで

育児休業期間①

・育児休業取得者申出書（新規）
・出産手当金請求書
・育児休業給付金（ハローワーク）

産前産後休業期間

産前産後休業取得者申出書

出
産
日
予
定
日
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育児休業取得者終了届

実際の職場復帰 職場復帰予定
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産
日

育児休業期間②

・育児休業取得者申出書（延⾧）
・育児休業給付金（ハローワーク）

延⾧は一定の条件のもと、原則とし
て1歳から1歳6カ月まで、1歳6カ月
から2歳まで、2歳から3歳まで

育児休業期間①

・育児休業取得者申出書（新規）
・出産手当金請求書
・育児休業給付金（ハローワーク）

産前産後休業期間

産前産後休業取得者申出書

出
産
日
予
定
日
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Q10
出産手当金の労務に服さなかった期間の記載を迷うことがしばしばあります。受給者本人もわからない方が多いと思う。
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①出産予定日どおりに出産した場合、または出産日が出産予定日より早い場合

➡出産日以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産日の翌日から56日以内で就労しなかった期間が請求可

能期間です。

②出産日が出産予定日より遅い場合

➡出産予定日以前42日（多胎妊娠の場合は98日）、出産予定日の翌日から出産日、出産日の翌日から56日以

内で就労しなかった期間が請求可能期間です。



厚生労働省ホームページ
特設ページ

Q12
新担当者及び従業員向けに育児休業・介護休業・算定基礎届等に関する理解しやすい説明資料があると嬉しい。
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厚生労働省 育児休業 で検索



「東京労働局オリジナルの従業員向けの研修動画」
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東京労働局 育児休業 従業員向け研修資料 で検索



日本年金機構が提供する「算定基礎届事務説明」動画、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック（PDF）」
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日本年金機構 算定基礎届 動画 で検索



Q13
資格確認書を紛失、再発行を依頼する際、紛失届・再発行申請書以外に、「始末書」の提出も求められますが、こちらは必
要でしょうか。協会けんぽ様に加入時は求められなかったものです。HP上の提出必要書類には載っていないのはなぜでしょ
うか?

従来どおり提出をお願いいたします。
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資格確認書を紛失すると、第三者に悪用されるリスクがあります。
このことは、皆様が納めた保険料で当健康保険組合の加入者以外の医療費を支払うことになるので、慎重に取
り扱っていただきたく、従来どおり提出をお願いします。



Q14
資格取得の届出用紙が組合様独自の様式のため、作成に時間を要してしまうが、喪失届は政府管掌の用紙で届出している。
どの届出に関しても出来るだけ政府管掌と同じ書式にして頂けると事務処理がスムーズに行えると感じています。ご考慮頂
きたいです。

【 お願い 】
被扶養者異動届については、当健康保険組合の様式をご利用くださいますようお願いします。
令和8年4月より、被扶養者認定の年間収入の取り扱いに変更がありました。
それに伴い、様式を変更しておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

当健康保険組合の届書と内容を同じくするものであれば日本年金機構の様式をご利用いただいて構いません。
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Q15
・フローチャートが見にくい。
・個人個人により必要な添付資料が変わる。なかなか分かりづらい。
・例外的なケースに迷うことがある。
・その時々によってパターンが沢山ありすぎて、毎回添付書類で悩みます。
・扶養加入手続き時、添付書類は何が必要か分からない時がある。
・学生証など、会社確認というようなチェックで対応していただきたい。

「被扶養者異動届添付書類フローチャート」をリニューアルしました。

事務担当者様との共通認識ツールとして活用していきたいと考えています。

別紙「被扶養者異動届添付書類フローチャート」
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その他 お寄せいただいたご意見等の紹介

• 各種申請業務におきまして、質問や提出書類の遅れ等でご迷惑をおかけして申し訳ございません。「被扶養者異動届添付書類フロー
チャート」は非常にわかりやすく、よく利用させていただいております。

• まだKenpoWave21-Connectの使い方に慣れていないので、よく分からないことばかりですが、すこしずつ慣れていくものなのでしょう
か?まずはアンケートが返送できるとよいと思いますが。

• 以前のようにWebの研修会があると参加しやすいと思います。

• 配布物配布の効率化。

• 職員の方には、いつも丁寧にご対応いただき、ありがとうございます。添付書類等の説明も分かりやすいです。今後ともよろしくお願い
いたします。

• いつも各種お手続きにご対応いただきまして、健康保険組合の皆さまには大変お世話になっております。ありがとうございます。

• 先日の被扶養者資格確認調査では、前回と比べ提出書類が少なくて済み、大変助かりました。

• 各種お手続きについて正しく手続きを進めるために必要であるかとは思うのですが、できましたら提出添付書類のスリム化が少しあると
ありがたいと感じております。いつもご確認いただいているところ申し訳ございません。

• いつも問い合わせに対応していただき、大変助かっております。また、今回のようなアンケートの実施により、こちらの悩みを気にかけ
ていただき、感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。
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